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（ 削 除 ）
【 請 求 項 １ ６ 】
自 律 的 に 走 行 す る 自 車 両 の 周 囲 の 状 況 を 検 出 し 、 前 記 周 囲 の 状 況 に 基 づ い て 前 記 自 車 両 の  
挙 動 を 制 御 す る 車 両 の 走 行 制 御 方 法 で あ っ て 、
走 行 車 線 を 自 律 的 に 走 行 す る 前 記 自 車 両 の 予 定 走 行 経 路 に 、 前 記 走 行 車 線 と 異 な る 他 車 線  
が 有 る か 否 か を 判 定 し 、
前 記 他 車 線 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 他 車 線 の 渋 滞 の 有 無 を 判 定 し 、
前 記 他 車 線 に 渋 滞 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 他 車 線 内 の 他 車 両 の 後 方 に お い て 、 前  
記 走 行 車 線 か ら 前 記 他 車 線 へ の 分 岐 に 設 定 さ れ た 境 界 線 と 前 記 他 車 両 の 後 端 と の 間 に 存 在  
す る 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 を 検 出 し 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 予 め 設 定 し た 所 定 条 件 に 合 致 す る か 否 か を 判 定 し 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 し な い と 判 定 し た 場 合 は 、 前 記 他 車 線 内 の  
前 記 他 車 両 の 後 ろ の 目 標 位 置 に お け る 前 記 自 車 両 の 目 標 姿 勢 を 、 前 記 他 車 線 の 車 線 方 向 に  
沿 っ て 設 定 し 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る と 判 定 し た 場 合 は 、 前 記 他 車 線 内 の 前  
記 他 車 両 の 後 ろ の 目 標 位 置 に お け る 前 記 自 車 両 の 目 標 姿 勢 を 、 前 記 自 車 両 が 前 記 他 車 線 の  
境 界 か ら は み 出 す 量 が 所 定 値 以 下 に な る よ う に 、 前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 に 基 づ い て 設 定  
し 、
前 記 自 車 両 が 前 記 目 標 位 置 で 前 記 目 標 姿 勢 を 取 る よ う に 、 前 記 自 車 両 の 現 在 位 置 か ら 前 記  
目 標 位 置 ま で の 目 標 走 行 軌 跡 を 生 成 し 、
前 記 自 車 両 が 前 記 目 標 走 行 軌 跡 に 追 従 し て 走 行 す る よ う に 前 記 自 車 両 の 挙 動 を 制 御 す る 、  
車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
  前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る と 判 定 し た 場 合 は 、 前 記 他 車 線 内 の  
前 記 他 車 両 の 後 ろ の 目 標 位 置 に お け る 前 記 自 車 両 の 目 標 姿 勢 を 、 前 記 自 車 両 が 前 記 他 車 線  
の 境 界 か ら は み 出 す 量 が 所 定 値 以 下 に な る よ う に 、 前 記 他 車 線 の 車 線 方 向 に 対 し て 傾 斜 さ  
せ る 姿 勢 に 設 定 す る 、 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
  前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る 場 合 、 前 記 自 車 両 の 曲 率 上 限 を 、 予  
め 設 定 さ れ た 規 定 曲 率 上 限 よ り も 高 く 設 定 し て 、 前 記 自 車 両 の 現 在 位 置 か ら 前 記 目 標 位 置  
ま で の 目 標 走 行 軌 跡 を 生 成 す る 、 請 求 項 １ ６ 又 は １ ７ に 記 載 の 車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 他 車 線 に 渋 滞 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 、 前 記 自 車 両 が 所 定 の 車 速 以 下 に 減 速 し た 状 態  
で 前 記 進 入 ス ペ ー ス に 車 体 を 傾 斜 さ せ ず に 収 ま る か 否 か を 判 定 し 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス に 前 記 自 車 両 が 前 記 車 体 を 傾 斜 さ せ ず に 収 ま る こ と が で き な い と 判 定 さ  
れ た 場 合 に 、 前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る と 判 定 す る 、 請 求 項 １ ６  
～ １ ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
  前 記 他 車 線 は 、 前 記 走 行 車 線 と 交 差 す る 方 向 に 延 長 す る 車 線 で あ る 、 請 求 項 １ ６ ～ １ ９  
の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
前 記 自 車 両 の 現 在 位 置 と 前 記 目 標 位 置 と の 間 で 、 前 記 自 車 両 が 頭 を 振 っ て 旋 回 走 行 す る た  
め に 必 要 な 旋 回 走 行 領 域 を 検 出 し 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 及 び 前 記 旋 回 走 行 領 域 の 形 状 に 基 づ い て 、 前 記 目 標 位 置 で の 前 記  
目 標 姿 勢 及 び 前 記 目 標 走 行 軌 跡 を 設 定 す る 、 請 求 項 ２ ０ に 記 載 の 車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
  前 記 他 車 線 は 、 前 記 走 行 車 線 に 隣 接 す る 分 岐 路 で あ る 、 請 求 項 １ ６ ～ １ ９ の い ず れ か 一  
項 に 記 載 の 車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
前 記 分 岐 路 に 渋 滞 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 、 前 記 進 入 ス ペ ー ス に 、 前 記 自 車 両 が 所 定 の 車  
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速 以 下 に 減 速 し た 状 態 で 車 体 を 傾 斜 さ せ ず に 収 ま る こ と が で き る 所 定 の 間 隔 以 上 の 最 後 尾  
区 間 が 有 る か 否 か を 判 定 し 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス に 前 記 所 定 の 間 隔 以 上 の 前 記 最 後 尾 区 間 が 無 い と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前  
記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る と 判 定 す る 、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 車 両 の  
走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
前 記 分 岐 路 に 渋 滞 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 、 前 記 自 車 両 が 予 め 設 定 さ れ た 規 定 曲 率 上 限 に  
基 づ い て 走 行 し 、 か つ 、 所 定 の 車 速 以 下 に 減 速 し た 状 態 で 前 記 進 入 ス ペ ー ス に 進 入 し た 時  
に 前 記 自 車 両 の 車 体 が 前 記 走 行 車 線 に 所 定 量 以 上 は み 出 す と 予 測 さ れ る か 否 か を 判 定 し 、
前 記 走 行 車 線 に 前 記 自 車 両 の 車 体 が 所 定 量 以 上 は み 出 す と 予 測 さ れ る 場 合 に 、 前 記 進 入 ス  
ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る と 判 定 す る 、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の 車 両 の 走 行 制 御  
方 法 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る 場 合 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス が 小 さ い 程 、 前 記 進 入 ス ペ ー ス に お け る 前 記 自 車 両 の ヨ ー 角 を 前 記 分 岐  
路 の 入 口 境 界 線 の 傾 斜 角 に 近 づ け る よ う に 前 記 自 車 両 の 前 記 目 標 姿 勢 を 設 定 す る 、 請 求 項  
２ ２ ～ ２ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る 場 合 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス が 大 き い 程 、 前 記 進 入 ス ペ ー ス に お け る 前 記 自 車 両 の ヨ ー 角 を ０ ° に 近  
づ け る よ う に 前 記 自 車 両 の 前 記 目 標 姿 勢 を 設 定 す る 、 請 求 項 ２ ２ ～ ２ ５ の い ず れ か 一 項 に  
記 載 の 車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る 場 合 、 か つ 、 前 記 分 岐 路 の 入 口 境 界 線  
の 傾 斜 角 が 所 定 の 閾 値 角 度 以 下 で あ る 場 合 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス に お け る 前 記 自 車 両 の ヨ ー 角 が 前 記 入 口 境 界 線 の 傾 斜 角 よ り も 小 さ く な  
る よ う に 前 記 自 車 両 の 前 記 目 標 姿 勢 を 設 定 す る 、 請 求 項 ２ ２ ～ ２ ６ の い ず れ か 一 項 に 記 載  
の 車 両 の 走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る 場 合 、 か つ 、 前 記 分 岐 路 の 前 記 入 口 境  
界 線 の 傾 斜 角 が 前 記 所 定 の 閾 値 角 度 以 下 で あ る 場 合 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス に お け る 前 記 自 車 両 の ヨ ー 角 を 、 前 記 進 入 ス ペ ー ス が 大 き い 程 、 ０ ° に  
近 づ け る よ う に 前 記 自 車 両 の 前 記 目 標 姿 勢 を 設 定 す る 、 請 求 項 ２ ７ に 記 載 の 車 両 の 走 行 制  
御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る 場 合 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス に 進 入 す る 時 の 前 記 自 車 両 の 前 方 に 障 害 物 が 設 け ら れ て い る か 否 か を 判  
定 し 、
前 記 障 害 物 が 設 け ら れ て い る と 判 定 さ れ た 場 合 は 、 前 記 障 害 物 が 設 け ら れ て い な い と 判 定  
さ れ た 場 合 よ り も 、 前 記 進 入 ス ペ ー ス に お け る 前 記 自 車 両 の ヨ ー 角 が 小 さ く な る よ う に 、  
前 記 自 車 両 の 前 記 目 標 姿 勢 を 設 定 す る 、 請 求 項 １ ６ ～ ２ ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 車 両 の  
走 行 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
  前 記 障 害 物 の 高 さ が 高 い 程 、 前 記 進 入 ス ペ ー ス に お け る 前 記 自 車 両 の ヨ ー 角 が 小 さ く な  
る よ う に 、 前 記 自 車 両 の 前 記 目 標 姿 勢 を 設 定 す る 、 請 求 項 ２ ９ に 記 載 の 車 両 の 走 行 制 御 方  
法 。
【 請 求 項 ３ １ 】
走 行 車 線 を 自 律 的 に 走 行 す る 自 車 両 の 予 定 走 行 経 路 に 、 前 記 走 行 車 線 と 異 な る 他 車 線 が 有  
る か 否 か を 判 定 す る 他 車 線 判 定 部 と 、
前 記 他 車 線 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 他 車 線 の 渋 滞 の 有 無 を 判 定 す る 渋 滞 判 定 部 と  
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、
前 記 他 車 線 に 渋 滞 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 他 車 線 内 の 他 車 両 の 後 方 に お い て 、 前  
記 走 行 車 線 か ら 前 記 他 車 線 へ の 分 岐 に 設 定 さ れ た 境 界 線 と 前 記 他 車 両 の 後 端 と の 間 に 存 在  
す る 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 を 検 出 す る 進 入 ス ペ ー ス 検 出 部 と 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 予 め 設 定 し た 所 定 条 件 に 合 致 す る か 否 か を 判 定 す る 進 入 ス ペ ー  
ス 判 定 部 と 、
前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 し な い と 判 定 し た 場 合 は 、 前 記 他 車 線 内 の  
前 記 他 車 両 の 後 ろ の 目 標 位 置 に お け る 前 記 自 車 両 の 目 標 姿 勢 を 、 前 記 他 車 線 の 車 線 方 向 に  
沿 っ て 設 定 す る と と も に 、 前 記 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 前 記 所 定 条 件 に 合 致 す る と 判 定 し た  
場 合 は 、 前 記 他 車 線 内 の 前 記 他 車 両 の 後 ろ の 目 標 位 置 に お け る 前 記 自 車 両 の 目 標 姿 勢 を 、  
前 記 自 車 両 が 前 記 他 車 線 の 境 界 か ら は み 出 す 量 が 所 定 値 以 下 に な る よ う に 、 前 記 進 入 ス ペ  
ー ス の 形 状 に 基 づ い て 設 定 す る 目 標 姿 勢 設 定 部 と 、
前 記 自 車 両 が 前 記 目 標 位 置 で 前 記 目 標 姿 勢 を 取 る よ う に 、 前 記 自 車 両 の 現 在 位 置 か ら 前 記  
目 標 位 置 ま で の 目 標 走 行 軌 跡 を 生 成 す る 目 標 走 行 軌 跡 生 成 部 と 、
前 記 自 車 両 が 前 記 目 標 走 行 軌 跡 に 追 従 し て 走 行 す る よ う に 前 記 自 車 両 の 挙 動 を 制 御 す る 経  
路 追 従 制 御 部 と を 備 え る 、 車 両 の 走 行 制 御 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
課 題 を 解 決 す る た め の 手 段
［ ０ ０ ０ ６ ］
本 発 明 は 、 予 定 走 行 経 路 上 の 他 車 線 に 渋 滞 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 に 、 他 車 線 内 の 他 車 両  
の 後 方 に 存 在 す る 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 を 検 出 し 、 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 が 所 定 条 件 に 合 致 す  
る と 判 定 し た 場 合 に 、 目 標 位 置 に お け る 自 車 両 の 目 標 姿 勢 を 、 進 入 ス ペ ー ス の 形 状 に 基 づ  
い て 設 定 す る こ と に よ っ て 、 上 記 課 題 を 解 決 す る 。
発 明 の 効 果
［ ０ ０ ０ ７ ］
本 発 明 に よ れ ば 、 予 定 走 行 経 路 上 の 他 車 線 へ の 進 入 ス ペ ー ス の 条 件 に 応 じ て 、 他 車 線 の 渋  
滞 車 列 の 後 ろ に 並 ぶ 自 車 両 の 目 標 姿 勢 を 設 定 す る た め 、 車 線 変 更 先 の 他 車 線 で 起 こ り 得 る  
様 々 な 渋 滞 の 状 況 に 合 わ せ て 自 車 両 の 挙 動 を 制 御 す る こ と が で き る 。
図 面 の 簡 単 な 説 明
［ ０ ０ ０ ８ ］
［ 図 １ ］ こ の 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に 係 る 走 行 制 御 装 置 を 含 む 走 行 制 御 シ ス テ ム の 構 成 を 示  
す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
［ 図 ２ ］ 図 １ に 示 す 走 行 制 御 装 置 に よ る 車 両 の 走 行 制 御 方 法 の 概 要 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト  
で あ る 。
［ 図 ３ ］ 図 １ に 示 す 走 行 制 御 装 置 の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
［ 図 ４ ］ 図 １ に 示 す 走 行 制 御 装 置 を 用 い て 、 渋 滞 時 の 分 岐 路 で の 自 車 両 の 目 標 姿 勢 を 設 定  
す る 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
［ 図 ５ ］ 図 １ に 示 す 走 行 制 御 装 置 に よ っ て 設 定 さ れ る 自 車 両 の 目 標 姿 勢 の 一 例 を 示 す 図 で  
あ る 。
［ 図 ６ ］ 図 １ に 示 す 走 行 制 御 装 置 に よ っ て 設 定 さ れ る 自 車 両 の 目 標 姿 勢 の 一 例 を 示 す 図 で  
あ る 。
［ 図 ７ ］ 図 １ に 示 す 走 行 制 御 装 置 に よ っ て 設 定 さ れ る 自 車 両 の 目 標 姿 勢 の 一 例 を 示 す 図 で  
あ る 。
［ 図 ８ ］ 図 １ に 示 す 走 行 制 御 装 置 に よ っ て 設 定 さ れ る 自 車 両 の 目 標 姿 勢 の 一 例 を 示 す 図 で  
あ る 。
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［ 図 ９ ］ こ の 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に 係 る 走 行 制 御 装 置 の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
目 標 位 置 Ｐ ６ に 移 動 す る 。
［ ０ ０ ６ ６ ］
走 行 制 御 装 置 ２ ０ ０ の 進 入 ス ペ ー ス 検 出 部 １ ６ ａ は 、 右 折 車 線 １ ３ ０ ａ の 進 入 ス ペ ー ス Ａ  
６ を 検 出 す る 。 こ こ で 、 他 車 両 ８ の 後 端 ８ ａ は 予 め 定 め ら れ た 所 定 の 位 置 、 す な わ ち 隣 接  
対 向 車 線 １ ６ ０ の 右 側 境 界 線 １ ４ ０ ｂ よ り も 後 方 に あ る た め 、 進 入 ス ペ ー ス 判 定 部 １ ６ ｂ  
は 、 進 入 ス ペ ー ス Ａ ６ は 所 定 条 件 に 合 致 す る と 判 定 す る 。 ま た 、 図 １ １ に 示 す 例 で は 、 自  
車 両 ９ は 、 車 体 を 傾 け た 姿 勢 で な い と 進 入 ス ペ ー ス Ａ ６ に 収 ま る こ と が で き な い 。
［ ０ ０ ６ ７ ］
こ こ で 、 図 １ １ に 示 す 例 で は 、 左 折 車 線 １ ３ ０ ｂ に お い て 、 自 車 両 ９ の 左 側 に 別 の 他 車 両  
１ ０ ８ が 停 車 し て い る 。 そ の た め 、 旋 回 走 行 領 域 Ｈ ２ は 、 図 １ ０ に 示 す 旋 回 走 行 領 域 Ｈ １  
よ り も 狭 く な る 。
［ ０ ０ ６ ８ ］
進 入 ス ペ ー ス Ａ ６ の 形 状 と 旋 回 走 行 領 域 Ｈ ２ の 形 状 と に 基 づ き 、 目 標 姿 勢 設 定 部 １ ８ は 、  
自 車 両 ９ の 目 標 姿 勢 を 、 右 折 車 線 １ ３ ０ ａ の 車 線 方 向 に 対 し て 傾 い た 姿 勢 と し て 設 定 す る  
。 自 車 両 ９ の 目 標 姿 勢 の ヨ ー 角 は 、 進 入 ス ペ ー ス Ａ ６ に 収 ま る こ と が で き る 最 大 角 度 以 下  
の 角 度 と し て 設 定 さ れ る 。 目 標 走 行 軌 跡 生 成 部 １ ９ は 、 自 車 両 ９ が 目 標 位 置 Ｐ ６ で 、 右 折  
車 線 １ ３ ０ ａ の 車 線 方 向 に 対 し て 傾 い た 目 標 姿 勢 を 取 る よ う に 、 自 車 両 ９ の 現 在 位 置 か ら  
目 標 位 置 Ｐ ６ ま で の 目 標 走 行 軌 跡 Ｒ ６ を 生 成 す る 。
［ ０ ０ ６ ９ ］
そ し て 、 経 路 追 従 制 御 部 ２ ０ は 、 自 車 両 ９ の 曲 率 上 限 を 引 き 上 げ る と と も に 、 自 車 両 ９ が  
目 標 走 行 軌 跡 Ｒ ６ に 追 従 し て 走 行 す る よ う に 自 車 両 ９ の 挙 動 を 制 御 す る 。 目 標 走 行 軌 跡 Ｒ  
６ に 沿 っ て 走 行 す る 自 車 両 ９ は 、 旋 回 走 行 領 域 Ｈ ２ を 利 用 し て 頭 を 振 っ て 旋 回 を し な が ら  
右 折 車 線 １ ３ ０ ａ の 進 入 ス ペ ー ス Ａ ６ に 進 入 す る こ と が で き る 。 な お 、 目 標 走 行 軌 跡 Ｒ ６  
に 沿 っ て 走 行 す る 自 車 両 ９ は 、 図 １ ０ に 示 す 目 標 走 行 軌 跡 Ｒ ５ に 沿 っ て 走 行 す る 自 車 両 ９  
に 比 べ て 、 緩 や か に 旋 回 走 行 を 行 う 。
［ ０ ０ ７ ０ ］
次 に 、 図 １ ２ に 、 自 車 両 ９ が Ｔ 字 路 を 右 折 す る 例 を 示 す 。 自 車 両 ９ は 、 右 折 車 線 １ ３ ０ ａ  
の 渋 滞 車 列 の 最 後 尾 の 他 車 両 ８ の 後 ろ の 目 標 位 置 Ｐ ７ 又 は Ｐ ８ に 移 動 す る 。 な お 、 右 折 車  
線 １ ３ ０ ａ の 歩 道 側 に は 縁 石 １ ５ ０ が 設 け ら れ て お り 、 周 囲 障 害 物 検 出 部 １ ７ は 、 縁 石 １  
５ ０ を 障 害 物 と し て 検 出 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
［ ０ ０ ７ １ ］
走 行 制 御 装 置 ２ ０ ０ の 進 入 ス ペ ー ス 検 出 部 １ ６ ａ は 、 右 折 車 線 １ ３ ０ ａ の 進 入 ス ペ ー ス Ａ  
７ 又 は Ａ ８ を 検 出 す る 。 こ こ で 、 進 入 ス ペ ー ス 検 出 部 １ ６ ａ に よ る 進 入 ス ペ ー ス の 検 出 基  
準 の 設 定 の 違 い に 基 づ い て 、 進 入 ス ペ ー ス Ａ ７ と 進 入 ス ペ ー ス Ａ ８ と は 互 い に 異 な る 形 状  
を 有 す る 。 具 体 的 に は 、 進 入 ス ペ ー ス Ａ ７ は 、 走 行 車 線 １ ４ ０ と 隣 接 対 向 車 線 １ ６ ０ と の  
境 界 線 １ ４ ０ ｃ の 位 置 と 他 車 両 ８ の 後 端 ８ ａ と の 間 の 領 域 と し て 設 定 さ れ る 。 一 方 、 進 入  
ス ペ ー ス Ａ ８ は 、 走 行 車 線 １ ４ ０ の 左 側 境 界 線 １ ４ ０ ａ の 位 置 と 他 車 両 ８ の 後 端 ８ ａ と の  
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間 の 領 域 と し て 設 定 さ れ る 。 す な わ ち 、 進 入 ス ペ ー ス の 検 出 基 準 の 違 い に 応 じ て 、 進 入 ス  
ペ ー ス の 形 状 は 異 な る 。
［ ０ ０ ７ ２ ］
次 に 、 他 車 両 ８ の 後 端 ８ ａ は 予 め 定 め ら れ た 所 定 の 位 置 、 例 え ば 、 左 折 車 線 １ ３ ０ ｂ の 停  
止 線 １ ３ ０ ｃ の 位 置 よ り も 後 方 に あ る た め 、 進 入 ス ペ ー ス 判 定 部 １ ６ ｂ は 、 進 入 ス ペ ー ス  
Ａ ７ 又 は Ａ ８ は 所 定 条 件 に 合 致 す る と 判 定 す る 。 自 車 両 ９ は 、 車 体 を 傾 け た 姿 勢 で な い と  
進 入 ス ペ ー ス Ａ ７ に 収 ま る こ と が で き な い が 、 進 入 ス ペ ー ス Ａ ８ に は 右 折 車 線 １ ３ ０ ａ の  
車 線 方 向 に 沿 っ た 真 っ 直 ぐ な 姿 勢 で 収 ま る こ と が で き る 。
［ ０ ０ ７ ３ ］
さ ら に 、 旋 回 走 行 領 域 検 出 部 １ １ ８ は 、 自 車 両 ９ の 現 在 位 置 と 目 標 位 置 Ｐ ７ 又 は Ｐ ８ と の  
間 で 、 自 車 両 ９ が 頭 を 振 っ て 旋 回 走 行 す る た め に 必 要 な 旋 回 走 行 領 域 Ｈ １ を 検 出 す る 。
［ ０ ０ ７ ４ ］
進 入 ス ペ ー ス 検 出 部 １ ６ ａ が 進 入 ス ペ ー ス Ａ ７ を 検 出 し た 場 合 、 進 入 ス ペ ー ス Ａ ７ の 形 状  
に 基 づ き 、 目 標 姿 勢 設 定 部 １ ８ は 、 目 標 位 置 Ｐ ７ で の 自 車 両 ９ の 目 標 姿 勢 を 、 右 折 車 線 １  
３ ０ ａ の 車 線 方 向 に 対 し て 傾 い た 姿 勢 と し て 設 定 す る 。 こ こ で 、 目 標 位 置 Ｐ ７ で の 自 車 両  
９ の 目 標 姿 勢 の ヨ ー 角 は 、 縁 石 １ ５ ０ に 対 す る 角 度 が な る べ く 小 さ く な る よ う に 、 縁 石 １  
５ ０ が 無 い 場 合 の 目 標 姿 勢 の ヨ ー 角 よ り も 小 さ く な る よ う に 設 定 さ れ る 。 そ し て 、 目 標 走  
行 軌 跡 生 成 部 １ ９ は 、 自 車 両 ９ の 現 在 位 置 か ら 目 標 位 置 Ｐ ７ ま で の 目 標 走 行 軌 跡 Ｒ ７ を 生  
成 す る 。
［ ０ ０ ７ ５ ］
経 路 追 従 制 御 部 ２ ０ は 、 自 車 両 ９ の 曲 率 上 限 を 引 き 上 げ る と と も に 、 自 車 両 ９ が 目 標 走 行  
軌 跡 Ｒ ７ に 追 従 し て 走 行 す る よ う に 自 車 両 ９ の 挙 動 を 制 御 す
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